
 瀬戸市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２４年３月３１日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第１７号 

瀬戸市市税条例の一部を改正する条例 

瀬戸市市税条例（昭和４０年瀬戸市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（耐震改修等に対する固定資産税の軽減の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

（耐震改修等に対する固定資産税の軽減の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１条の２ ＜省略＞ 第１条の２ ＜省略＞ 

２ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

２ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第７項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

⑴から⑺まで ＜省略＞ ⑴から⑺まで ＜省略＞ 

３ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

３ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出



しなければならない。 しなければならない。 

⑴から⑹まで ＜省略＞ ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

（土地に対して課する平成２４年度から平成２

６年度までの各年度分の固定資産税及び都市計

画税の特例に関する用語の意義） 

（土地に対して課する平成２１年度から平成２

３年度までの各年度分の固定資産税及び都市計

画税の特例に関する用語の意義） 

第１条の３ 次条から附則第３条の８までにおい

て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に掲げる規定に定めるところによる。 

第１条の３ 次条から附則第３条の８までにおい

て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に掲げる規定に定めるところによる。 

⑴から⑸まで ＜省略＞  ⑴から⑸まで ＜省略＞  

⑹ 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附

則第１８条第６項（附則第３条第１項の場合

にあっては法附則第１９条第２項において準

用する法附則第１８条第６項、附則第３条の

２の２の場合にあっては法附則第１９条の４

第３項において準用する法附則第１８条第６

項） 

⑹ 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附

則第１８条第７項（附則第３条第１項の場合

にあっては法附則第１９条第２項において準

用する法附則第１８条第７項、附則第３条の

２の２の場合にあっては法附則第１９条の４

第５項において準用する法附則第１８条第７

項） 

⑺ 前年度分の都市計画税の課税標準額 法附

則第１８条第６項（附則第３条の４の場合に

あっては法附則第２５条第２項において準用

する法附則第１８条第６項、附則第３条の５

の場合にあっては法附則第２６条第２項にお

いて準用する法附則第１８条第６項、附則第

３条の６第２項の場合にあっては法附則第２

７条の２第２項において準用する法附則第１

８条第６項） 

⑺ 前年度分の都市計画税の課税標準額 法附

則第１８条第２項（附則第３条の４の場合に

あっては法附則第２５条第２項において準用

する法附則第１８条第２項、附則第３条の５

の場合にあっては法附則第２６条第２項にお

いて準用する法附則第１８条第２項、附則第

３条の６第２項の場合にあっては法附則第２

７条の２第２項において準用する法附則第１

８条第２項） 

⑻及び⑼ ＜省略＞ ⑻及び⑼ ＜省略＞ 

（平成２５年度又は平成２６年度における土地

の価格の特例） 

（平成２２年度又は平成２３年度における土地

の価格の特例） 

第１条の４ 市の区域内の自然的及び社会的条件

からみて類似の利用価値を有すると認められる

地域において地価が下落し、かつ、市長が土地

の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に

規定する修正前の価格をいう。）を当該年度分

の固定資産税の課税標準とすることが固定資産

第１条の４ 市の区域内の自然的及び社会的条件

からみて類似の利用価値を有すると認められる

地域において地価が下落し、かつ、市長が土地

の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に

規定する修正前の価格をいう。）を当該年度分

の固定資産税の課税標準とすることが固定資産



税の課税上著しく均衡を失すると認める場合に

おける当該土地に対して課する固定資産税の課

税標準は、第３３条の規定にかかわらず、平成

２５年度分又は平成２６年度分の固定資産税に

限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の

２第１項に規定する修正価格をいう。）で土地

課税台帳等に登録されたものとする。 

税の課税上著しく均衡を失すると認める場合に

おける当該土地に対して課する固定資産税の課

税標準は、第３３条の規定にかかわらず、平成

２２年度分又は平成２３年度分の固定資産税に

限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の

２第１項に規定する修正価格をいう。）で土地

課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成２

５年度適用土地又は平成２５年度類似適用土地

であって、平成２６年度分の固定資産税につい

て前項の規定の適用を受けないこととなるもの

に対して課する同年度分の固定資産税の課税標

準は、第３３条の規定にかかわらず、修正され

た価格（法附則第１７条の２第２項に規定する

修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に

登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成２

２年度適用土地又は平成２２年度類似適用土地

であって、平成２３年度分の固定資産税につい

て前項の規定の適用を受けないこととなるもの

に対して課する同年度分の固定資産税の課税標

準は、第３３条の規定にかかわらず、修正され

た価格（法附則第１７条の２第２項に規定する

修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に

登録されたものとする。 

（宅地等に対して課する平成２４年度から平成

２６年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する平成２１年度から平成

２３年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第２条 宅地等に係る平成２４年度から平成２６

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３の２の規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同

条に定める率を乗じて得た額。以下この条にお

いて同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を

加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

第２条 宅地等に係る平成２１年度から平成２３

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３の２の規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同

条に定める率を乗じて得た額。以下この条にお

いて同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を

加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ



き額とした場合における固定資産税額（以下

「宅地等調整固定資産税額」という。）を超え

る場合には、当該宅地等調整固定資産税額とす

る。 

き額とした場合における固定資産税額（以下

「宅地等調整固定資産税額」という。）を超え

る場合には、当該宅地等調整固定資産税額とす

る。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平

成２４年度から平成２６年度までの各年度分の

宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０

分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は法附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額を超える場合にあっては、同項の規定

にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業

地等に係る平成２１年度から平成２３年度まで

の各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該

宅地等調整固定資産税額が、当該住宅用地又は

商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき価格に、住宅用地にあっては１

０分の８、商業地等にあっては１０分の６を乗

じて得た額（当該住宅用地又は商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける住宅用地又は商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該住宅用地又は商業地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額を超える

場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当

該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平

成２４年度から平成２６年度までの各年度分の

宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格に１０分

の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３又は法

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額

に満たない場合にあっては、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平

成２１年度から平成２３年度までの各年度分の

宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格に１０分

の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３又は法

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額

に満たない場合にあっては、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 



 ４ 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負

担水準が０．８以上のものに係る平成２１年度

から平成２３年度までの各年度分の固定資産税

の額は、第１項の規定にかかわらず、当該住宅

用地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該

住宅用地の当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額（当該住宅用地

が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は法附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける住宅用地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該住宅用地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「住宅用地

据置固定資産税額」という。）を超える場合に

は、当該住宅用地据置固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る平

成２４年度から平成２６年度までの各年度分の

固定資産税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る平

成２１年度から平成２３年度までの各年度分の

固定資産税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．７を超えるものに係る平成２４年

度から平成２６年度までの各年度分の固定資産

税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額

６ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．７を超えるものに係る平成２１年

度から平成２３年度までの各年度分の固定資産

税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額



（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額とする。 

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額とする。 

（農地に対して課する平成２４年度から平成２

６年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

（農地に対して課する平成２１年度から平成２

３年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第３条 農地に係る平成２４年度から平成２６年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農

地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農

地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に

掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下

「農地調整固定資産税額」という。）を超える

場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

第３条 農地に係る平成２１年度から平成２３年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農

地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農

地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に

掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下

「農地調整固定資産税額」という。）を超える

場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 
 

負担水準の区分 負担調整率 

＜省略＞ 
 

 

負担水準の区分 負担調整率 

＜省略＞ 
 

第３条の２の２ 市街化区域農地に係る平成２４

年度から平成２６年度までの各年度分の固定資

産税の額は、前条の規定により算定した当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

第３条の２の２ 市街化区域農地に係る平成２１

年度から平成２３年度までの各年度分の固定資

産税の額は、前条の規定により算定した当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額



に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１

の額に１００分の５を乗じて得た額を加算した

額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る市街化区域農地であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額（以下「市街化区域農地調整固定資産

税額」という。）を超える場合には、当該市街

化区域農地調整固定資産税額とする。 

に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１

の額に１００分の５を乗じて得た額を加算した

額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る市街化区域農地であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額（以下「市街化区域農地調整固定資産

税額」という。）を超える場合には、当該市街

化区域農地調整固定資産税額とする。 

 ２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る平成２１年度から平成２３年度までの各年

度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当

該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格の３分の１の額に１０

分の８を乗じて得た額（当該市街化区域農地が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける市街化区域農地であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額を超える場合にあ

っては、同項の規定にかかわらず、当該固定資

産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る平成２４年度から平成２６年度までの各年

度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当

該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格の３分の１の額に１０

３ 第１項の規定の適用を受ける市街化区域農地

に係る平成２１年度から平成２３年度までの各

年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、

当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該

市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格の３分の１の額に１



分の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける市街化区域農地であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額に満たない場合に

あっては、同項の規定にかかわらず、当該固定

資産税額とする。 

０分の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地

が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は法附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける市街化区域農地である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額に満たない場合

にあっては、同項の規定にかかわらず、当該固

定資産税額とする。 

 ４ 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の

当該年度の負担水準が０．８以上のものに係る

平成２１年度から平成２３年度までの各年度分

の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固

定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度

分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の

課税標準額（当該市街化区域農地が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３又は法

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける市街化区域農地であるときは、当該

課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「市街化区域

農地据置固定資産税額」という。）を超える場

合には、当該市街化区域農地据置固定資産税額

とする。 

（宅地等に対して課する平成２４年度から平成

２６年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する平成２１年度から平成

２３年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

第３条の４ 宅地等に係る平成２４年度から平成

２６年度までの各年度分の都市計画税の額は、

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係

る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該

第３条の４ 宅地等に係る平成２１年度から平成

２３年度までの各年度分の都市計画税の額は、

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係

る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該



宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の

都市計画税について法第７０２条の３の規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗じて得た額。以下この条に

おいて同じ。）に１００分の５を乗じて得た額

を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第２０項を

除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額（以下「宅地等調整都市計画

税額」という。）を超える場合には、当該宅地

等調整都市計画税額とする。 

宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の

都市計画税について法第７０２条の３の規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗じて得た額。以下この条に

おいて同じ。）に１００分の５を乗じて得た額

を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第２０項を

除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額（以下「宅地等調整都市計画

税額」という。）を超える場合には、当該宅地

等調整都市計画税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平

成２４年度から平成２６年度までの各年度分の

宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都

市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０

分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第２０項を除く。）又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額を超える場合

にあっては、前項の規定にかかわらず、当該都

市計画税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業

地等に係る平成２１年度から平成２３年度まで

の各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該

宅地等調整都市計画税額が、当該住宅用地又は

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格に、住宅用地にあっては１

０分の８、商業地等にあっては１０分の６を乗

じて得た額（当該住宅用地又は商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第２０項を除く。）又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける住宅用

地又は商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該住宅

用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額を超える場合にあっては、前項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平

成２４年度から平成２６年度までの各年度分の

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平

成２１年度から平成２３年度までの各年度分の



宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都

市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分

の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第２

０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合にあって

は、第１項の規定にかかわらず、当該都市計画

税額とする。 

宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都

市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分

の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第２

０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合にあって

は、第１項の規定にかかわらず、当該都市計画

税額とする。 

 ４ 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負

担水準が０．８以上のものに係る平成２１年度

から平成２３年度までの各年度分の都市計画税

の額は、第１項の規定にかかわらず、当該住宅

用地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該

住宅用地の当該年度分の都市計画税に係る前年

度分の都市計画税の課税標準額（当該住宅用地

が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該住

宅用地に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税

額（以下「住宅用地据置都市計画税額」とい

う。）を超える場合には、当該住宅用地据置都

市計画税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る平

成２４年度から平成２６年度までの各年度分の

都市計画税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る平

成２１年度から平成２３年度までの各年度分の

都市計画税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に



係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第２０項を除く。）又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額とする。 

係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第２０項を除く。）又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．７を超えるものに係る平成２４年

度から平成２６年度までの各年度分の都市計画

税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第２０項を除く。）又

は法附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額とする。 

６ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．７を超えるものに係る平成２１年

度から平成２３年度までの各年度分の都市計画

税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第２０項を除く。）又

は法附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額とする。 

（農地に対して課する平成２４年度から平成２

６年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

（農地に対して課する平成２１年度から平成２

３年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

第３条の５ 農地に係る平成２４年度から平成２

６年度までの各年度分の都市計画税の額は、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前

年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける農

地であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の

第３条の５ 農地に係る平成２１年度から平成２

３年度までの各年度分の都市計画税の額は、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前

年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける農

地であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の



当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区

分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗

じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額（以下「農地調整都市計画税

額」という。）を超える場合には、当該農地調

整都市計画税額とする。 

当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区

分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗

じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額（以下「農地調整都市計画税

額」という。）を超える場合には、当該農地調

整都市計画税額とする。 
 

負担水準の区分 負担調整率 

＜省略＞ 
 

 

負担水準の区分 負担調整率 

＜省略＞ 
 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以

降の各年度分の都市計画税の特例） 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以

降の各年度分の都市計画税の特例） 

第３条の６ ＜省略＞  第３条の６ ＜省略＞  

２ 市街化区域農地に係る平成２４年度から平成

２６年度までの各年度分の都市計画税の額は、

前項の規定により附則第３条の２の規定の例に

より算定した当該市街化区域農地に係る当該年

度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格の３分の２の額に１００分の５を乗じ

て得た額を加算した額（当該市街化区域農地が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける市

街化区域農地であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化

区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「市街化区域農地調整都市計画税

額」という。）を超える場合には、当該市街化

区域農地調整都市計画税額とする。 

２ 市街化区域農地に係る平成２１年度から平成

２３年度までの各年度分の都市計画税の額は、

前項の規定により附則第３条の２の規定の例に

より算定した当該市街化区域農地に係る当該年

度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格の３分の２の額に１００分の５を乗じ

て得た額を加算した額（当該市街化区域農地が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける市

街化区域農地であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化

区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「市街化区域農地調整都市計画税

額」という。）を超える場合には、当該市街化

区域農地調整都市計画税額とする。 

 ３ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に



係る平成２１年度から平成２３年度までの各年

度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当

該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき価格の３分の２の額に１０

分の８を乗じて得た額（当該市街化区域農地が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける市

街化区域農地であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化

区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画

税額を超える場合にあっては、前項の規定にか

かわらず、当該都市計画税額とする。 

３ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る平成２４年度から平成２６年度までの各年

度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当

該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき価格の３分の２の額に１０

分の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける市

街化区域農地であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化

区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画

税額に満たない場合にあっては、前項の規定に

かかわらず、当該都市計画税額とする。 

４ 第２項の規定の適用を受ける市街化区域農地

に係る平成２１年度から平成２３年度までの各

年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、

当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該

市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格の３分の２の額に１

０分の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地

が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

市街化区域農地であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街

化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計

画税額に満たない場合にあっては、第２項の規

定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

 ５ 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の

当該年度の負担水準が０．８以上のものに係る

平成２１年度から平成２３年度までの各年度分

の都市計画税の額は、第２項の規定にかかわら



ず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都

市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度

分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の

課税標準額（当該市街化区域農地が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第２

０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農

地であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区

域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税

額（以下「市街化区域農地据置都市計画税額」

という。）を超える場合には、当該市街化区域

農地据置都市計画税額とする。 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第５条の２ 附則第２条第１項から第５項までの

規定の適用がある宅地等（附則第１条の２第２

号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９

条の３、第３４９条の３の２又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用がある宅

地等を除く。）に対して課する平成２４年度か

ら平成２６年度までの各年度分の特別土地保有

税については、法附則第３１条の３第１項の規

定による。 

第５条の２ 附則第２条第１項から第６項までの

規定の適用がある宅地等（附則第１条の２第２

号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９

条の３、第３４９条の３の２又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用がある宅

地等を除く。）に対して課する平成２１年度か

ら平成２３年度までの各年度分の特別土地保有

税については、法附則第３１条の３第１項の規

定による。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評

価土地の取得のうち平成１８年１月１日から平

成２７年３月３１日までの間にされたものに対

して課する特別土地保有税については、法附則

第３１条の３第２項の規定による。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評

価土地の取得のうち平成１８年１月１日から平

成２４年３月３１日までの間にされたものに対

して課する特別土地保有税については、法附則

第３１条の３第３項の規定による。 

３及び４ ＜省略＞ ３及び４  ＜省略＞ 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 



 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の瀬戸市市

税条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、

平成２４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２３年度

分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ この条例による改正前の瀬戸市市税条例（以下「旧条例」という。）

附則第２条第２項（住宅用地に係る部分に限る。）及び第４項並びに第

３条の２の２第２項及び第４項の規定は、地方税法及び国有資産等所在

市町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第  号。以下

「平成２４年改正法」という。）附則第９条第１項の規定の適用を受け

る土地に対して課する平成２４年度分及び平成２５年度分の固定資産税

については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

旧条例附則

第２条第２

項 

前項 附則第２条第１項 

平成２１年度から平成２３

年度までの各年度分 

平成２４年度分及び平成２

５年度分 

１０分の８ １０分の９ 

旧条例附則

第２条第４

項 

０．８ ０．９ 

平成２１年度から平成２３

年度までの各年度分 

平成２４年度分及び平成２

５年度分 

第１項 附則第２条第１項 

旧条例附則

第３条の２ 

前項 附則第３条の２の２第１項 

平成２１年度から平成２３ 平成２４年度分及び平成２ 



の２第２項 年度までの各年度分 ５年度分 

１０分の８ １０分の９ 

旧条例附則

第３条の２

の２第４項 

０．８ ０．９ 

平成２１年度から平成２３

年度までの各年度分 

平成２４年度分及び平成２

５年度分 

第１項 附則第３条の２の２第１項 

３ 平成２４年改正法附則第９条第１項及び前項の場合における新条例の

規定（固定資産税に関する部分に限る。）の適用については、次の表の

左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

附則第３条

の３ 

又は第３条の２

の２ 

若しくは第３条の２の２又は瀬戸市

市税条例の一部を改正する条例（平

成２４年瀬戸市条例第１７号。以下

「平成２４年改正条例」という。）

附則第２条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとして読み替

えて適用される平成２４年改正条例

による改正前の瀬戸市市税条例（以

下「平成２４年改正前の条例」とい

う。）附則第２条第２項若しくは第

４項若しくは第３条の２の２第２項

若しくは第４項 

 附則第３条の２

の２ 

附則第３条の２の２又は平成２４年

改正条例附則第２条第２項の規定に 



  よりなおその効力を有するものとし

て読み替えて適用される平成２４年

改正前の条例附則第３条の２の２第

２項若しくは第４項 

附則第５条

の２第１項 

から第５項まで から第５項まで又は平成２４年改正

条例附則第２条第２項の規定により

なおその効力を有するものとして読

み替えて適用される平成２４年改正

前の条例附則第２条第２項若しくは

第４項 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成２４年度以後の

年度分の都市計画税について適用し、平成２３年度分までの都市計画税

については、なお従前の例による。 

２ 旧条例附則第３条の４第２項（住宅用地に係る部分に限る。）、第４

項、第３条の６第３項及び第５項の規定は、平成２４年改正法附則第９

条第１項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成２４年度分及び

平成２５年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

旧条例附則

第３条の４

第２項 

前項 附則第３条の４第１項 

平成２１年度から平成２３

年度までの各年度分 

平成２４年度分及び平成２

５年度分 

 １０分の８ １０分の９ 



旧条例附則

第３条の４

第４項 

０．８ ０．９ 

平成２１年度から平成２３

年度までの各年度分 

平成２４年度分及び平成２

５年度分 

第１項 附則第３条の４第１項 

旧条例附則

第３条の６

第３項 

前項 附則第３条の６第１項 

平成２１年度から平成２３

年度までの各年度分 

平成２４年度分及び平成２

５年度分 

１０分の８ １０分の９ 

旧条例附則

第３条の６

第５項 

０．８ ０．９ 

平成２１年度から平成２３

年度までの各年度分 

平成２４年度分及び平成２

５年度分 

第２項 附則第３条の６第１項 

 


